
                       独立行政法人日本学生支援機構  

                            平成16年規程第25号  

                       廃止   平成22年規程第３号  

 

 留学生宿舎建設奨励事業実施規程を次のように定める。 

 平成16年４月１日 

              独立行政法人日本学生支援機構           

                    理事長  北 原 保 雄       

 

   留学生宿舎建設奨励事業実施規程 

 

 （目的） 

第１条 この事業は，留学生のための宿舎の確保が緊要であることに鑑み，留学生宿

舎の建設・改修・取得（以下「建設等」という。）を行う団体等（以下「奨励事業

者」という。）に対し，独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構」という。）が

建設等に必要な経費の一部を留学生宿舎建設奨励金（以下「建設奨励金」とい

う。）として補助することにより，低廉な家賃で良質な宿舎の建設等を奨励し，留

学生宿舎の確保を促進することを目的とする。 

（奨励事業者の定義） 

第２条 この規程において「奨励事業者」とは，次の各号に定める者をいう。 

(1) 地方公共団体 

(2) 国立大学法人（国立大学法人法（平成15年法律第112号）第２条第１項に規定

する国立大学法人をいう。以下同じ。） 

(3) 独立行政法人国立高等専門学校機構 

(4) 公立大学法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第68条第１項に

規定する公立大学法人をいう。以下同じ。） 

(5) 学校法人（私立学校法（昭和24年法律第270号）第３条に規定する学校法人を

いう。以下同じ。） 

(6) 準学校法人（私立学校法第64条第２項に規定する法人をいう。以下同じ。） 

(7) 一般社団法人若しくは一般財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律（平成18年法律第48号）により設立されたもの，並びに一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）第40条に

より存続するものをいう。） 

(8) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法

律第117号）第７条第１項の規定により選定された民間事業者のうち，資金を調

達のうえ，施設を建設し，一定期間施設を運用することにより得られる収入によ

り整備費用を回収し，その後国，地方公共団体，独立行政法人（独立行政法人通

則法（平成11年法律第103号）第２条に規定する独立行政法人をいう。），国立大
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学法人又は地方独立行政法人（地方独立行政法人法第２条に規定する地方独立行

政法人をいう。）に施設を譲渡する者 

 （事業の内容等） 

第３条 機構は，奨励事業者が実施する留学生宿舎建設等事業のうち別に定める基準

の事業（以下「奨励事業」という。）についてその実施に要する費用の一部を予算

の範囲内で建設奨励金として交付する。 

２ 建設奨励金の交付の対象として機構が認める経費（以下「奨励対象経費」とい

う｡）は，原則として，留学生専用居室部分及び共用部分の建設等に要する経費と

する。ただし，奨励事業者が留学生宿舎の建設等を行う周辺地域における留学生宿

舎の状況，国立大学法人，独立行政法人国立高等専門学校機構，公立大学法人，学

校法人及び準学校法人における留学生の受入れ状況等留学生宿舎確保の緊急度及び

留学生宿舎の構成等を勘案し，理事長が特に必要と認めたときは，奨励対象経費に

その他の経費を加えることができる｡ 

３ 前２項の建設等に要する経費には，設計・監理費を含むものとする｡ 

４ 建設奨励金の額は，奨励対象経費の３分の１以内の定額とする。 

５ 奨励事業は，建設奨励金の交付の決定を受けた年度の３月31日までに完了するも

のとする。ただし，奨励事業が複数会計年度（会計年度とは国の会計年度をいう。

以下同じ。）にわたるときは，最終会計年度の末日までとする。 

 （交付申請手続） 

第４条 建設奨励金の交付を受けようとする奨励事業者は，別に定める申請書類を取

りまとめ，理事長に建設奨励金の交付を申請するものとする｡ 

 （交付決定の通知） 

第５条 理事長は，前条の交付申請があった場合，これを審査し，建設奨励金を交付

すべきものと認めたときは，交付の決定をするとともに，奨励事業者に通知するも

のとする。 

 （交付申請の取下げ） 

第６条 奨励事業者は，交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があるこ

とにより，建設奨励金の交付申請を取り下げようとするときは，交付決定の通知を

受けた日から20日以内に，その旨を記載した書面を理事長に提出しなければならな

い。 

 （奨励事業の遂行） 

第７条 奨励事業者は，奨励事業を遂行するため契約を締結し支払いを行うときは，

地方公共団体にあっては法令の定めに従い，その他の奨励事業者にあっては国の契

約及び支払いに関する諸規定の趣旨に従い，公正かつ最小の費用で最大の効果を上

げるように，経費の効率的使用に努めなければならない。 

 （計画変更の承認） 

第８条 奨励事業者は，奨励事業の内容を変更しようとするときは，あらかじめ，別

に定める関係書類により理事長に申請し，その承認を受けなければならない。ただ

し，次の各号に定める軽微な変更については，この限りではない｡ 
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 (1) 同一敷地内において施設の建設等の場所を変更するとき。 

 (2) 工事の実施方式（請負又は直営）の別を変更するとき。 

 (3) 施設の設計変更（構造変更は除く｡）において，建物延べ面積の20％以内の変

更（縮小は除く。）をするとき。 

（4） 奨励対象経費の増又は10％以内の減をするとき。  

 (5)  建設奨励金の交付決定を受けた年度（奨励事業が複数会計年度にわたるとき

は，最終年次の会計年度）内における工事期間を変更するとき。 

２ 理事長は，前項の承認をする場合において，必要に応じ，交付決定の内容を変更

し，又は，条件を付すことがある。 

 （奨励事業の中止又は廃止） 

第９条 奨励事業者は，奨励事業を中止又は廃止（以下「中止等」という｡）しよう

とするときは，別に定める関係書類により理事長に申請し，その承認を受けなけれ

ばならない｡ 

２ 理事長は，奨励事業者から中止等承認の申請があったときは，これを審査のうえ

承認し，奨励事業者に通知するものとする。 

３ 奨励事業者は，前項の承認を受けた場合において，当該中止等に係る部分に関

し，所定の期日内に，すでに交付されている建設奨励金の全部又は一部を機構に返

還しなければならない。 

 （状況報告） 

第10条 奨励事業者は，奨励事業の遂行及び支出状況について機構から要求があった

ときは，別に定める関係書類により，速やかに当該実施状況について理事長に報告

しなければならない｡ 

 （実績報告） 

第11条   奨励事業者は，奨励事業が完了したとき（廃止の承認を受けたときを含

む｡）は，その日から 30 日以内又は同一会計年度の３月 31 日のいずれか早い日ま

でに，別に定める関係書類により，奨励事業の実績について理事長に報告しなけれ

ばならない｡ただし複数会計年度にわたる奨励事業において完了した年度以外の会

計年度については，各会計年度の３月 31 日までに報告しなければならない｡ 

 （建設奨励金の額の確定） 

第12条 理事長は，前条の報告を受けた場合には，報告書等の書類審査及び必要に応

じて実地調査等を行い，その奨励事業の実績が建設奨励金の交付決定の内容（第８

条第１項に基づく承認をした場合は，その内容。以下同じ。）及びこれに付した条

件に適合すると認めたときは，交付すべき建設奨励金の額を確定し，奨励事業者に

交付する。 

２ 複数会計年度にわたる奨励事業については，交付決定を受けた会計年度の３月31

日までに提出された報告書等の書類審査及び必要に応じて実地調査等を行い，建設

奨励金の交付決定の内容に適合すると認められたときは，交付決定時の建設奨励金

の額を奨励事業者に交付する。 

３ 交付すべき建設奨励金の額の確定及び奨励事業者への通知は，奨励事業が完了し
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たときの前条の報告を受けたときに，報告書等の書類審査及び必要に応じて実地調

査等を行い，その奨励事業の実績が建設奨励金の交付決定の内容に適合すると認め

られたときに行うものとする。 

４ 理事長は，奨励事業者に交付すべき建設奨励金の額を確定した場合において，既

にその額を超える建設奨励金が交付されているときは，期限を付してその超える部

分の建設奨励金の返還を命ずる。 

(交付決定の取消し等) 

第13条 理事長は，奨励事業者が次の各号のいずれかに該当する場合，建設奨励金の

交付決定の全部若しくは一部を取り消し，又は変更することができる。 

(1)  この規程又はこの規程に基づく理事長の決定若しくは指示に違反したとき。 

(2) 建設奨励金を奨励事業以外の用途に使用したとき。 

 (3) 奨励事業に関して不正，怠慢，その他不適当な行為をしたとき。 

 (4) 交付決定後生じた事情の変更等により，奨励事業の全部又は一部を継続して

実施する必要がなくなったとき。 

２ 理事長は，奨励事業者が前項の取消し又は変更を行った場合において，すでに当

該取消し又は変更に関わる部分について建設奨励金が交付されているときは，期限

を付して，すでに交付されている建設奨励金の全部又は一部の返還を命ずることが

できる。 

（財産の管理等） 

第14条 奨励事業者は，奨励事業により取得した財産（以下「取得財産」という。）

については，善良な管理者の注意をもって管理するとともに，建設奨励金の交付

の目的に従って使用し，その効果的な運用を図らなければならない。 

（財産処分の制限） 

第15条 奨励事業者は，平成14年文部科学省告示第53号（補助事業者等が補助事業等

により取得し，又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等

により取得し，又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件）に定める期間

内は，理事長の承認を受けないで，取得財産を建設奨励金の交付の目的に反して，

使用し，譲渡し，交換し，貸与又は担保に供してはならない。 

２ 理事長は,奨励事業者が,理事長の承認を受けて取得財産を処分したことにより収

入があったときは,交付した建設奨励金の全部又は一部に相当する額を,特段の事情

がない限り機構に納付させるものとする。 

 （建設奨励金の経理） 

第16条 奨励事業者は，奨励事業についての収支簿を備え，他と区分して奨励事業の

収入額及び支出額を記載し，建設奨励金の使途を明らかにしておかなければならな

い。 

２ 奨励事業者は，奨励事業についての支出内容を証する書類を整備して，前項の収

支簿とともに，奨励事業の完了した日の属する年度の翌年度から５年間保存しなけ

ればならない。 

 （建設奨励事業であることの表示） 
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第17条 奨励事業者は，別に定める方法によりその奨励事業が建設奨励金の交付を受

けたものであることを表示しなければならない。 

 （事務処理） 

第18条 この事業に係る事務は，政策企画部支部総括課において処理する。 

 （実地調査） 

第19条 理事長は，必要があると認めた場合，奨励事業の実施状況の調査等のため

に，機構の職員を派遣することができる。 

 （入居状況報告） 

第20条 奨励事業者は，第15条第１項に基づき財産処分の制限を受けている期間，別

に定める方法により当該留学生宿舎の入居状況を理事長に報告しなければならな

い。 

 （雑則） 

第21条 この規程に定めるもののほか，この事業の実施に関し必要な事項は，別に定

める。 

   附 則 

 この規程は，平成16年４月１日から施行する。 

   附 則（独立行政法人日本学生支援機構平成16年規程第39号） 

 この規程は，平成16年８月２日から施行し，平成16年４月１日から適用する。 

   附 則（独立行政法人日本学生支援機構平成17年規程第27号） 抄 

 （施行期日） 

１ この規程は，平成18年１月１日から施行する。ただし，第２条並びに附則第２

項，第４項，第６項，第８項，第９項，第11項，第14項及び第15項の規定は，平成

18年４月１日から施行する。 

   附 則（独立行政法人日本学生支援機構平成21年規程第４号） 

 （施行期日） 

 この規程は，平成21年３月６日から施行する｡ 

   附 則（独立行政法人日本学生支援機構平成21年規程第16号） 抄 

 （施行期日） 

１ この規程は，平成21年４月１日から施行する｡ 

   附 則（独立行政法人日本学生支援機構平成21年規程第42号） 

この規程は，平成21年10月９日から施行する｡ 

   附 則（独立行政法人日本学生支援機構平成 22 年規程第３号） 

（施行期日） 

１ この規程は，平成 22 年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行前に留学生宿舎建設奨励事業実施規程（以下「旧規程」とい

う。）第５条の規定に基づき建設奨励金の交付の決定を受けた奨励事業者について

は，旧規程は，この規程の施行後も，なおその効力を有する。この場合において，

旧規程第 18 条中「政策企画部支部総括課」とあるのは「留学生事業部交流・宿舎
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事業課」とする。 
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